
大田小学校 冬服等にかかわる約束事
R5.4.1

１ マフラー

コートやジャンパーの中に入れるか、短く結ぶ。
（長すぎないものを使う。ネックウォーマーも使用可です。）

２ 手ぶくろ
手が寒い人は、手ぶくろをする。
（ポケットに手を入れたまま転ぶと、けがをする可能性が大きくなります。）

３ フード
視界がせまくなるためかぶらない。

（視界がせまくなると、危険性が高まります。）

４ 体育着

体育の時間に寒いときには体操服の長そで長ズボンを着用する。
（半袖体操服の下には半袖の下着、半ズボンをはくときにはタイツははかないで

ください。長袖の下着やタイツをはく際には、半袖半ズボンを着用のうえ、体
操服の長そで長ズボンを着用してください。）

５ リップクリーム・ハンドクリーム
肌荒れなど事情のある人は担任に申し出て、休み時間のみ使用する。

（無色透明のもの、においのないもの）

６ 使い捨てカイロ

登下校等で使用するのは差し支えないが、放課後使ったカイロは家に持ち帰って
処分する。（学校のゴミ箱には捨てない）

７ 座布団、ひざかけ
暖房はつけていますが、教室を換気するので、必要に応じて使用してください。


